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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 純資産額の算定にあたり、第60期中から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基

準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第

８号)を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第59期中 第60期中 第61期中 第59期 第60期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 108,273 112,701 124,137 223,271 232,064

経常利益 (百万円) 2,353 2,777 2,814 4,506 4,887

中間(当期)純利益 (百万円) 2,173 2,213 1,689 3,602 3,592

純資産額 (百万円) 17,846 21,882 17,002 19,822 23,567

総資産額 (百万円) 67,787 73,033 72,391 69,373 75,401

１株当たり純資産額 (円) 41.56 60.96 62.39 51.11 68.57

１株当たり中間 
(当期)純利益金額

(円) 11.97 12.19 8.84 18.50 18.64

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益金額

(円) 6.90 7.03 7.62 11.28 11.41

自己資本比率 (％) 26.33 29.25 22.51 28.57 30.45

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 627 △1,549 6,447 7,045 549

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △289 △746 450 △607 △808

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,482 437 △8,291 △2,098 36

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(百万円) 5,506 9,218 9,769 11,096 10,976

従業員数 
<外、平均臨時雇用者数>

(人)
1,494 
<308>

1,512
<296>

1,527
<294>

1,461 
<310>

1,543
<278>



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 純資産額の算定にあたり、第60期中から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基

準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第

８号)を適用しております。 

  

回次 第59期中 第60期中 第61期中 第59期 第60期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 100,583 104,536 114,227 206,586 214,312

経常利益 (百万円) 1,966 2,394 2,225 3,854 4,455

中間(当期)純利益 (百万円) 1,990 2,021 1,299 3,291 3,296

資本金 (百万円) 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800

発行済株式総数 (千株)

普通株式 
   181,717 
第一回優先 
株式  6,000 
第二回優先 
株式  7,000 
第三回優先 
株式  7,000 
第四回優先 
株式   600

同左

普通株式
   221,191
第二回優先 
株式  2,660
第三回優先 
株式  1,750
第四回優先 
株式   600
 
 

普通株式
   181,717 
第一回優先 
株式  6,000 
第二回優先 
株式  7,000 
第三回優先 
株式  7,000 
第四回優先 
株式   600

同左

純資産額 (百万円) 16,734 19,698 13,553 18,259 20,938

総資産額 (百万円) 62,250 66,243 65,366 63,216 69,668

１株当たり純資産額 (円) 35.44 51.77 50.00 42.50 57.46

１株当たり中間 
(当期)純利益金額

(円) 10.96 11.13 6.81 16.78 17.01

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益金額

(円) 6.32 6.42 5.86 10.29 10.47

１株当たり配当額 (円) ― ― ―

普通株式
     ― 
第一回優先 
株式  8.092 
第二回優先 
株式  9.342 
第三回優先 
株式  10.592 
第四回優先 
株式  9.342

普通株式 
     ― 
第一回優先 
株式  8.814
第二回優先 
株式  10.064
第三回優先 
株式  11.314
第四回優先 
株式  10.064

自己資本比率 (％) 26.88 29.74 20.73 28.89 30.06

従業員数 
<外、平均臨時雇用者数>

(人)
361 
<73>

353
<76>

355
<99>

342 
<72>

348
<82>



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間における事業の内容について、重要な変更はありません。 

  

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、就業人員数（当社及びグループ企業からグループ外への出向者を除き、グループ外から当社及

びグループ企業への出向者を含む）であります。 

２ 従業員数欄の<外書>は、当中間連結会計期間における平均臨時雇用者数であります。 

なお、臨時雇用者は、派遣社員、嘱託社員及びパートタイマーであります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む）であります。

但し、海外支店・事務所の現地使用人は含まれておりません。 

２ 従業員数欄の<外書>は、当中間会計期間における平均臨時雇用者数であります。 

なお、臨時雇用者は、派遣社員、嘱託社員及びパートタイマーであります。 

  

(3) 労働組合の状況 

提出会社の労働組合は、蝶理労働組合と称し、提出会社と労働組合との間に特記すべき事項はありま

せん。なお、グループ企業においても特記すべき事項はありません。 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

繊維事業
1,150
<234>

化学品事業
112
<5>

その他の事業
158
<41>

全社(共通)
107
<14>

合計
1,527
<294>

従業員数(人)
355
<99>



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益は拡大いたしましたが、原油をはじめとする素

原料の高騰や個人消費の停滞感等で景気拡大は鈍化してまいりました。 

  

このような状況の中、当中間連結会計期間の売上高は、繊維製品事業や化学品事業の強化及び中国を

中心とした海外事業の拡大により、前年同期比１０．１％増の１，２４１億円となりました。 

 利益面につきましては、営業費用増により、営業利益は前年同期比６．０％減の２９億２５百万円と

なりましたが、経常利益は１．３％増の２８億１４百万円となり、昨年に引き続き、過去最高益を更新

しました。中間純利益は税金費用等を計上した結果、前年同期比２３．７％減の１６億８９百万円とな

りました。 

  

当社は、発行済優先株式の普通株式への転換による普通株式の希釈化を抑制するため、平成１５年８

月に発行した第二回優先株式及び第三回優先株式の一部を平成１９年７月に取得し、取得した優先株式

の消却を同年７月に完了し、企業価値の増大を図りました。また、同じく平成１５年８月に発行した第

一回優先株式につきましては、平成１９年８月から普通株式への転換が始まり、同年９月中に転換が完

了いたしましたので、該当する第一回優先株式につきましても同年９月に消却を完了いたしました。 

（注）ここで言う転換とは、取得請求権付種類株式であるこれらの優先株式と引換えに普通株式を交付することを表

しています。 

  

事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりです。 

（繊維事業） 

 繊維原料、及びユニフォーム衣料やスポーツ衣料関連を中心に繊維製品が堅調に推移し、売上高は前

年同期比３．９％増の７３２億円となりましたが、営業費用増により、営業利益は前年同期比１９．

４％減の１２億８８百万円となりました。 

（化学品事業） 

 中国関連化学品の好調と新規商材の拡大等により、売上高は前年同期比１３．９％増の３１２億円と

なり、営業利益は前年同期比１５．１％増の１２億４９百万円となりました。 

（その他事業） 

 車輌関連が堅調に推移し、売上高は前年同期比３２．９％増の１９６億円となりましたが、前年同期

には一部商材について高益率の売上が集中したこともあり、営業利益は前年同期比９．６％減の３億８

８百万円となりました。 

  

次に所在地別セグメントの業績をみますと、日本では繊維製品並びに車輌関連が堅調に推移し、売上

高は前年同期比８．７％増の１，１２５億円となりましたが、営業費用増により、営業利益は前年同期

比１０．３％減の２６億３７百万円となりました。アジアでは中国関連化学品の好調により、売上高は

前年同期比３６％増の９１億円、営業利益は前年同期比７３．７％増の２億９７百万円となりました。

その他の地域では、売上高は前年同期比０．７％減の２４億円、営業損失は０百万円（前年同期は営業

利益１６百万円）となりました。 

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末

に比べ１２億７百万円減少し、９７億６９百万円となりました。 

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 営業活動による資金の増加は６４億４７百万円（前年同期は１５億４９百万円の資金の減少）となり

ました。収入の主な内訳は、税金等調整前中間純利益２８億７９百万円、仕入債務の増加額２９億３６

百万円であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額１４億８２百万円であります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 投資活動による資金の増加は４億５０百万円（前年同期は７億４６百万円の資金の減少）となりまし

た。これは、主に貸付金の回収による収入４億４９百万円によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動による資金の減少は８２億９１百万円（前年同期は４億３７百万円の資金の増加）となりま

した。これは、主に優先株式の取得による支出８３億６２百万円によるものであります。 

  

２ 【仕入、成約及び売上の状況】 

(1) 仕入の状況 

仕入高は売上高と概ね連動しているため、記載は省略しております。 

  

(2) 成約の状況 

成約高と売上高との差額は僅少であるため、記載は省略しております。 

  

(3) 売上の状況 

事業の種類別セグメントごとの売上高については、[１ 業績等の概要 (1) 業績]及び[第５経理の状

況 １ 中間連結財務諸表等(セグメント情報)]を参照願います。 

なお、取引形態別に示すと、次のとおりとなります。 

  

 
 (注) 上表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

形  態

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

国  内 42,692 37.9 44,067 35.5

輸  入 27,872 24.7 29,797 24.0

輸  出 24,779 22.0 28,407 22.9

海  外 17,356 15.4 21,865 17.6

合  計 112,701 100.0 124,137 100.0



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社及びグループ企業の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な

変更及び新たに生じた課題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

特記すべき事項はありません。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

前連結会計年度末において、計画中又は実施中の重要な設備の新設、除却等はありません。また、当中

間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) 優先株式の内容は次のとおりであります。 

１ 第二回優先株式 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 550,000,000

優先株式 30,000,000

計 580,000,000

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成19年12月14日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品 
取引業協会名

内容

普 通 株 式 221,191,443 同左
東京、大阪の各証券取
引所市場第一部

―

第二回優先株式 2,660,000 同左

― (注)第三回優先株式 1,750,000 同左

第四回優先株式 600,000 同左

計 226,201,443 同左 ― ―

(1) 優先配当

1株あたりの第二回優先配当の額は、第二回優先株式の発行価額(500円)に、それぞれの事

業年度毎に下記の配当年率(以下「第二回優先配当年率」という。)を乗じて算出した額と

する。ただし、初年度の第二回優先配当については、配当起算日から事業年度の 終日ま

での日数(初日および 終日を含む。)で日割り計算した額とする。 

優先配当は、円位未満小数第４位を四捨五入し、上限は50円とする。 

第二回優先配当年率 ＝ 日本円TIBOR(1年物) ＋ 1.75％ 

「配当年率修正日」は、平成15年8月2日以降の毎年4月1日とする。当日が銀行休業日の場

合は前営業日を配当年率修正日とする。

(2) 取得請求権

(イ) 取得請求期間

平成21年8月1日から平成36年7月31日まで

(ロ) 取得の条件

第二回優先株式の株主は、上記(イ)の期間中、1株につき下記(a)乃至(b)に定め

る取得価額により、第二回優先株式の取得と引換えに当会社の普通株式を交付す

ることの請求をすることができる。

(a) 当初取得価額

76円



 
  

２ 第三回優先株式 

 
  

(b) 取得価額の修正

取得価額は、平成22年8月1日以降平成36年7月31日まで、毎年8月1日(以

下それぞれ「取得価額修正日」という。)に、各取得価額修正日に先立

つ45取引日目に始まる30取引日(以下それぞれ「時価算定期間」とい

う。)の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引

の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)に

修正される。(修正後取得価額は円位未満小数第１位まで算出し、その

小数第１位を切り上げる。なお、上記の時価算定期間内に、下記5(7)で

定める取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、下記5(7)

に準じて取締役会が適当と判断する値に調整される。)ただし、上記計

算の結果、修正後取得価額が当初取得価額の60％に相当する金額(円位

未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。以下「下限

取得価額」という。ただし、下記5(7)により調整される。)を下回る場

合には下限取得価額をもって、また、修正後取得価額が当初取得価額の

150％に相当する金額(円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位

を切り上げる。以下「上限取得価額」という。ただし、下記5(7)により

調整される。)を上回る場合には上限取得価額をもって修正後取得価額

とする。

(1) 優先配当

1株あたりの第三回優先配当の額は、第三回優先株式の発行価額(500円)に、それぞれの事

業年度毎に下記の配当年率(以下「第三回優先配当年率」という。)を乗じて算出した額と

する。ただし、初年度の第三回優先配当については、配当起算日から事業年度の 終日ま

での日数(初日および 終日を含む。)で日割り計算した額とする。 

優先配当は、円位未満小数第４位を四捨五入し、上限は50円とする。 

第三回優先配当年率 ＝ 日本円TIBOR(1年物) ＋ 2.00％ 

「配当年率修正日」は、平成15年8月2日以降の毎年4月1日とする。当日が銀行休業日の場

合は前営業日を配当年率修正日とする。

(2) 取得請求権

(イ) 取得請求期間

平成23年8月1日から平成38年7月31日まで

(ロ) 取得の条件

第三回優先株式の株主は、上記(イ)の期間中、1株につき下記(a)乃至(b)に定め

る取得価額により、第三回優先株式の取得と引換えに当会社の普通株式を交付す

ることの請求をすることができる。

(a) 当初取得価額

76円

(b) 取得価額の修正

取得価額は、平成24年8月1日以降平成38年7月31日まで、毎年8月1日(以

下それぞれ「取得価額修正日」という。)に、各取得価額修正日に先立

つ45取引日目に始まる30取引日(以下それぞれ「時価算定期間」とい

う。)の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引

の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)に

修正される。(修正後取得価額は円位未満小数第１位まで算出し、その

小数第１位を切り上げる。なお、上記の時価算定期間内に、下記5(7)で

定める取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、下記5(7)

に準じて取締役会が適当と判断する値に調整される。)ただし、上記計

算の結果、修正後取得価額が当初取得価額の60％に相当する金額(円位

未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。以下「下限

取得価額」という。ただし、下記5(7)により調整される。)を下回る場

合には下限取得価額をもって、また、修正後取得価額が当初取得価額の

150％に相当する金額(円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位

を切り上げる。以下「上限取得価額」という。ただし、下記5(7)により

調整される。)を上回る場合には上限取得価額をもって修正後取得価額

とする。



３ 第四回優先株式 

 

 
  

４ 全ての優先株式に共通する事項 

(1) 優先配当

1株あたりの第四回優先配当の額は、第四回優先株式の発行価額(500円)に、それぞれの事

業年度毎に下記の配当年率(以下「第四回優先配当年率」という。)を乗じて算出した額と

する。ただし、初年度の第四回優先配当については、配当起算日から事業年度の 終日ま

での日数(初日および 終日を含む。)で日割り計算した額とする。 

優先配当は、円位未満小数第４位を四捨五入し、上限は50円とする。 

第四回優先配当年率 ＝ 日本円TIBOR(1年物) ＋ 1.75％ 

「配当年率修正日」は、平成16年11月19日以降の毎年4月1日とする。当日が銀行休業日の

場合は前営業日を配当年率修正日とする。

(2) 取得請求権

(イ) 取得請求期間

平成23年8月1日から平成38年7月31日まで

(ロ) 取得の条件

第四回優先株式の株主は、上記(イ)の期間中、1株につき下記(a)乃至(b)に定め

る取得価額により、第四回優先株式の取得と引換えに当会社の普通株式を交付す

ることの請求をすることができる。

(a) 当初取得価額

176円

(b) 取得価額の修正

取得価額は、平成24年8月1日以降平成38年7月31日まで、毎年8月1日(以

下それぞれ「取得価額修正日」という。)に、各取得価額修正日に先立

つ45取引日目に始まる30取引日(以下それぞれ「時価算定期間」とい

う。)の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引

の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)に

修正される。(修正後取得価額は円位未満小数第１位まで算出し、その

小数第１位を切り上げる。なお、上記の時価算定期間内に、下記5(7)で

定める取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、下記5(7)

に準じて取締役会が適当と判断する値に調整される。)ただし、上記計

算の結果、修正後取得価額が当初取得価額の60％に相当する金額(円位

未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。以下「下限

取得価額」という。ただし、下記5(7)により調整される。)を下回る場

合には下限取得価額をもって、また、修正後取得価額が当初取得価額の

150％に相当する金額(円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位

を切り上げる。以下「上限取得価額」という。ただし、下記5(7)により

調整される。)を上回る場合には上限取得価額をもって修正後取得価額

とする。

(1) 優先中間配当

優先株式の株主または優先登録株式質権者に対し、中間配当を行わない。

(2) 非累積条項

ある事業年度において優先株式の株主または優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配

当の額が優先配当の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(3) 非参加条項

優先株式の株主または優先登録株式質権者に対しては、優先配当を超えて剰余金の配当を行

わない。

(4) 残余財産の分配

当会社の残余財産の分配をするときは、優先株式の株主または優先登録株式質権者に対し、

普通株式の株主または普通登録株式質権者に先立ち、優先株式1株につき500円を支払う。優

先株式の株主または優先登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配を行わな

い。

(5) 議決権

優先株式の株主は、株主総会において議決権を有しない。

(6) 新株引受権等

当会社は、優先株式について、株式の併合または分割を行わない。当会社は、優先株式の株

主に対しては、新株の引受権、新株予約権の引受権、新株予約権付社債の引受権または分離

して譲渡することができる新株予約権および社債の引受権を与えない。当会社は、優先株式

について株式および新株予約権の無償割当を行わない。



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(7) 取得価額の調整

取得価額は、優先株式発行後、当会社が時価を下回る発行価額または処分価額をもって普通

株式を発行または処分する場合に、次に定める算式(以下取得価額調整式という。)により調

整され、その他一定の場合にも取得価額調整式その他一定の算式により調整されるほか、合

併等により取得価額の調整を必要とする場合には、当社の取締役会が適当と判断する額に調

整される。取得価額調整式を用いる計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その

小数第1位を切上げる。
 

新規発行普通株式数×1株あたりの払込金額

既発行普通株式数 ＋ ――――――――――――――――――

1株あたりの時価

調整後取得価額=調整前取得価額 × ――――――――――――――――――――――――

既発行普通株式数＋新規発行・処分普通株式数

(8) 取得と引換えに交付請求できる普通株式数

優先株式の取得と引換えに交付することの請求をすることができる当会社の普通株式数

は、次のとおりとする。

取得と引換えに 

交付請求できる 

 普通株式数 =

優先株式の株主が取得と引換えに交付請求した優先株式の発行価額の総額

―――――――――――――――――――――――――――――――――

取得価額

取得と引換えに交付請求できる普通株式数の算出にあたっては、１株未満の端数が生じたと

きはこれを切り捨てる。

(9) 取得請求期間中に取得請求のなかった優先株式の取得

取得請求期間中に取得請求のなかった優先株式につき、同期間の末日の翌日(以下「取得基

準日」という。)以降の取締役会で定める日(ただし、取得基準日から3ヶ月以内の日とす

る。)をもって、優先株式1株の払込金相当額を、取得基準日に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配

表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)で除して得られる数の普通株式を交付す

る。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げ

る。この場合、当該平均値が下限取得価額を下回る場合には下限取得価額をもって、また、

当該平均値が上限取得価額を上回る場合には上限取得価額をもって除して得られる数の普通

株式を交付する。前記の普通株式数の算出にあたって1株に満たない端数が生じたときは、

会社法に定める株式併合の場合に準じてこれを取扱う。

(10) 優先順位

当会社の発行する各種の優先株式の優先配当ならびに残余財産の分配の支払順位は、同順位

とする。

(注) 日本円TIBOR(1年物)

「日本円TIBOR(1年物)」とは、平成15年8月2日（第四回優先株式については平成16年11月19

日）又は各配当年率修正日において、午前11時における日本円1年物トーキョー・インタ

ー・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数

値を指すものとする。日本円TIBOR(1年物)が公表されていなければ、同日(当日が銀行休業

日の場合は前営業日)ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀

行間市場出し手レート(ユーロ円LIBOR1年物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によっ

て公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを日本円TIBOR(1年物)に代えて

用いるものとする。



(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
（注）１ 第二回優先株式 4,340千株、第三回優先株式 5,250千株の消却による減少であります。 

 ２ 取得請求権付種類株式である第一回優先株式と引換えに普通株式を交付したことによる増加であります。 

３ 第一回優先株式の消却による減少であります。 

  

(5) 【大株主の状況】 

①普通株式 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数はすべて信託業務に係るものであります。 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
（千株）

資本金
増減額 
(百万円)

資本金残高
（百万円）

資本準備金 
増減額 

（百万円）

資本準備金
残高 

(百万円)

平成19年７月27日
（注）１

△9,590 192,727 － 6,800 － 1,700

平成 19年８月 1日～ 
平成19年９月25日
（注）２

39,473 232,201 － 6,800 － 1,700

平成19年９月28日
（注）３

△6,000 226,201 － 6,800 － 1,700

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

東レ株式会社 東京都中央区日本橋室町２丁目１番１号 110,816 50.10

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 8,155 3.69

株式会社みずほコーポレー
ト銀行

（常任代理人 資産管理サー
ビス信託銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内１丁目３番３号
（東京都中央区晴海１丁目８番１２号）

4,489 2.03

バンク オブ ニューヨー
ク ジーシーエム クライア
ント アカウンツ イー アイ
エスジー 
（常任代理人 株式会社三
菱東京UFJ銀行）

PETERBOROUGH  COURT 133
FLEET STREET  
LONDON EC4A 2BB, UNITED KINGDOM 
（東京都千代田区丸の内２丁目７番１号）

3,343 1.51

バンク オブ ニューヨー
ク ジーシーエム クライア
ント アカウンツ イー エル
アールジー 
（常任代理人 株式会社三
菱東京UFJ銀行）

VICTORIA  PLAZA,111 
BUCKINGHAM  PALACE ROAD 
LONDON SW1W OSB, UNITED KINGDOM 
（東京都千代田区丸の内２丁目７番１号）

2,376 1.07

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１丁目９番１号 2,039 0.92

日本マスタートラスト信託
銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町２丁目１１番３号 1,966 0.89

三井住友海上火災保険株式
会社

東京都中央区新川２丁目２７番２号 1,878 0.85

ニッセイ同和損害保険株式
会社

大阪府大阪市北区西天満４丁目１５番１０
号

1,500 0.68

日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内１丁目６番６号
日本生命証券管理部内

1,280 0.58

計 ― 137,844 62.32



②優先株式 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 上記優先株式数は第二回から第四回の合計を表示しております。 

  

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、次のものが含まれております。 

イ) 証券保管振替機構名義の株式                  20,000  株(議決権20個) 

ロ) 株主名簿上は当社名義だが実質的に所有していない株式       1,000  株(議決権 1個) 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、自己保有株式が次のとおり含まれております。 

 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

東レ株式会社 東京都中央区日本橋室町２丁目１番１号 4,100 81.84

モルガン・スタンレー証券株
式会社

東京都渋谷区恵比寿４丁目２０番３号 910 18.16

計 ― 5,010 100.00

区 分 株式数（株） 議決権の数(個) 内 容

無議決権株式  
優先株式 5,010,000 ―

「１ 株式等の状況」の 
「(1)株式の総数等」の 
「②発行済株式」の注記参照

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)  
普通株式 211,000 ― ―

完全議決権株式(その他)  
普通株式 220,275,000 220,275 ―

単元未満株式  
普通株式 705,443 ― ―

発行済株式総数
普通株式 221,191,443
優先株式 5,010,000 ― ―

総株主の議決権 ― 220,275 ―

自己保有株式 蝶理株式会社     770株

 



② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権1個)あります。 

なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めております。 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部における市場相場であります。 

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて役員の異動はありませ

ん。 

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
（株）

他人名義
所有株式数 
（株）

所有株式数
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合 

(％)

(自己保有株式) 
 蝶理株式会社

大阪市中央区瓦町 
２丁目４番７号

211,000 ― 211,000 0.09

計 ― 211,000 ― 211,000 0.09

月別
平成19年 
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 228 210 211 203 184 135

低(円) 208 179 192 175 123 105

 



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務

諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中

間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しております。 

  

  

２ 監査証明について 

当社は、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)及び前中間会計期間(平成

18年４月１日から平成18年９月30日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当中間連結会計

期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年

９月30日まで)は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務諸表及び中間

財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。 



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 6,264 7,027 6,723

 ２ 関係会社預け金 ※１ 3,000 2,800 4,300

 ３ 受取手形及び売掛金 ※７ 35,987 36,227 37,710

 ４ たな卸資産 10,491 11,178 9,695

 ５ 繰延税金資産 298 604 489

 ６ その他 2,424 2,863 3,808

   貸倒引当金 △155 △717 △930

   流動資産合計 58,311 79.8 59,983 82.9 61,797 82.0

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産
※２ 
・３

1,836 (2.5) 1,555 (2.1) 1,618 (2.1)

 ２ 無形固定資産 121 (0.2) 113 (0.2) 112 (0.2)

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 4,856 3,705 3,978

  (2) 長期貸付金 1,824 211 272

  (3) 繰延税金資産 4,736 3,864 4,703

  (4) その他 6,549 4,495 4,126

    貸倒引当金 △5,202 12,763 (17.5) △1,538 10,738 (14.8) △1,208 11,872 (15.7)

   固定資産合計 14,721 20.2 12,407 17.1 13,604 18.0

   資産合計 73,033 100.0 72,391 100.0 75,401 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 ※７ 44,108 47,241 44,305

 ２ 短期借入金 ※３ 1,952 1,925 1,595

 ３ 賞与引当金 463 502 497

 ４ 関係会社 
   整理損失引当金

― 367 367

 ５ その他 3,264 4,036 3,699

   流動負債合計 49,789 68.2 54,073 74.7 50,464 66.9

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 48 17 31

 ２ 退職給付引当金 1,311 1,212 1,338

 ３ 役員退職慰労引当金 ― 81 ―

 ４ その他 1 4 0

   固定負債合計 1,361 1.8 1,315 1.8 1,369 1.8

   負債合計 51,150 70.0 55,388 76.5 51,834 68.7

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 6,800 6,800 6,800

 ２ 資本剰余金 5,000 1,700 5,000

 ３ 利益剰余金 9,940 7,733 11,317

 ４ 自己株式 △28 △32 △30

   株主資本合計 21,712 29.7 16,200 22.4 23,086 30.6

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

353 210 312

 ２ 繰延ヘッジ損益 ― △4 ―

 ３ 為替換算調整勘定 △700 △114 △443

   評価・換算差額等 
   合計

△347 △0.4 91 0.1 △130 △0.1

Ⅲ 少数株主持分 517 0.7 710 1.0 611 0.8

   純資産合計 21,882 30.0 17,002 23.5 23,567 31.3

   負債純資産合計 73,033 100.0 72,391 100.0 75,401 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 

  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 112,701 100.0 124,137 100.0 232,064 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１ 102,120 90.6 113,266 91.2 211,371 91.1

   売上総利益 10,581 9.4 10,870 8.8 20,693 8.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２ 7,467 6.6 7,945 6.4 15,248 6.6

   営業利益 3,113 2.8 2,925 2.4 5,444 2.3

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 64 108 152

 ２ 受取配当金 63 71 154

 ３ 持分法による 
   投資利益

55 33 92

 ４ 為替差益 17 38 19

 ５ 雑収入 170 370 0.3 362 615 0.5 568 987 0.4

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 282 254 623

 ２ 手形売却損 256 307 561

 ３ 雑支出 168 706 0.6 163 726 0.6 360 1,544 0.6

   経常利益 2,777 2.5 2,814 2.3 4,887 2.1

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券 
   等売却益

0 157 0

 ２ 固定資産売却益 ※３ 9 9 0.0 11 169 0.1 10 11 0.0

Ⅶ 特別損失

 １ 役員退職慰労引当金 
   繰入額

― 61 ―

 ２ 投資有価証券 
   等売却損

― 23 0

 ３ 役員退職慰労金 51 9 51

 ４ 固定資産処分損 ※４ 0 9 5

 ５ 投資有価証券等 
   評価損

5 ― 5

 ６ 減損損失 ※５ 84 ― 272

 ７ 関係会社整理損失 
   引当金繰入額

― ― 328

 ８ 関係会社株式等 
   売却損

― 141 0.1 ― 104 0.1 164 828 0.3

   税金等調整前 
   中間(当期)純利益

2,646 2.4 2,879 2.3 4,071 1.8

   法人税、住民税 
   及び事業税

136 183 236

   法人税等調整額 274 410 0.4 962 1,146 0.9 142 379 0.2

   少数株主利益 21 0.0 43 0.0 98 0.1

   中間(当期)純利益 2,213 2.0 1,689 1.4 3,592 1.5



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 6,800 5,000 7,980 △22 19,758

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △193 △193

 利益処分による役員賞与 △55 △55

 中間純利益 2,213 2,213

 自己株式の取得 △6 △6

 その他 △3 △3

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― 1,959 △6 1,953

平成18年９月30日残高(百万円) 6,800 5,000 9,940 △28 21,712

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

為替換算 
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 702 △638 63 482 20,304

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △193

 利益処分による役員賞与 △55

 中間純利益 2,213

 自己株式の取得 △6

 その他 △3

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△348 △61 △410 34 △375

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△348 △61 △410 34 1,578

平成18年９月30日残高(百万円) 353 △700 △347 517 21,882



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(百万円) 6,800 5,000 11,317 △30 23,086

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △208 △208

 中間純利益 1,689 1,689

 自己株式の取得 △8,364 △8,364

 自己株式の処分 0 0 0

 自己株式の消却 △3,300 △5,061 8,362 －

 その他 △2 △2

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

－ △3,300 △3,583 △2 △6,886

平成19年９月30日残高(百万円) 6,800 1,700 7,733 △32 16,200

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 312 － △443 △130 611 23,567

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △208

 中間純利益 1,689

 自己株式の取得 △8,364

 自己株式の処分 0

 自己株式の消却 －

 その他 △2

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△101 △4 328 222 98 321

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△101 △4 328 222 98 △6,565

平成19年９月30日残高(百万円) 210 △4 △114 91 710 17,002



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 6,800 5,000 7,980 △22 19,758

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △193 △193

 利益処分による役員賞与 △55 △55

 当期純利益 3,592 3,592

 自己株式の取得 △8 △8

 自己株式の処分 0 0 0

 その他 △7 △7

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

― 0 3,336 △8 3,328

平成19年３月31日残高(百万円) 6,800 5,000 11,317 △30 23,086

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

為替換算 
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 702 △638 63 482 20,304

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △193

 利益処分による役員賞与 △55

 当期純利益 3,592

 自己株式の取得 △8

 自己株式の処分 0

 その他 △7

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

△390 195 △194 129 △65

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

△390 195 △194 129 3,263

平成19年３月31日残高(百万円) 312 △443 △130 611 23,567



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の

要約連結キャッシュ・

フロー計算書

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 

  キャッシュ・フロー

   税金等調整前中間(当期)純利益 2,646 2,879 4,071

   減価償却費 175 151 364

   減損損失 84 - 272

   退職給付引当金の増減額 

   (減少：△)
△253 △125 △225

   役員退職慰労引当金の増減額 

   (減少：△)
- 81 -

   貸倒引当金の増減額 

   (減少：△)
15 117 △161

   受取利息及び受取配当金 △127 △180 △307

   支払利息 282 254 623

   為替差損益(差益：△) 18 △192 △109

   持分法による投資損益(益：△) △55 △33 △92

   投資有価証券等売却損益(益：△) △0 △133 0

   投資有価証券等評価損 5 - 5

   関係会社株式等売却損 - - 164

   関係会社整理損失引当金繰入額 - - 328

   売上債権の増減額 

   (増加：△)
△4,456 1,482 △6,409

   たな卸資産の増減額 

   (増加：△)
△1,463 △1,482 △678

   仕入債務の増減額 

   (減少：△)
1,494 2,936 1,976

   役員賞与の支払額 △51 - △55

   その他の資産の増減額 

   (増加：△)
202 28 167

   その他の負債の増減額 

   (減少：△)
248 311 990

   その他 △52 588 157

    小計 △1,286 6,682 1,080

   利息及び配当金の受取額 135 182 312

   利息の支払額 △252 △247 △597

   法人税等の支払額 △146 △170 △245

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー
△1,549 6,447 549



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の

要約連結キャッシュ・

フロー計算書

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動による 

  キャッシュ・フロー

   有形固定資産の取得による支出 △172 △58 △294

   有形固定資産の売却による収入 15 27 22

   無形固定資産の取得による支出 △14 △23 △57

   投資有価証券の取得による支出 △143 △191 -

   投資有価証券の売却による収入 7 268 29

   連結の範囲変更を伴う 

   子会社株式の譲渡による減少
- - △9

   貸付による支出 △458 △3 △489

   貸付金の回収による収入 101 449 220

   その他 △82 △18 △229

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー
△746 450 △808

Ⅲ 財務活動による

  キャッシュ・フロー

   短期借入金の純増減額(減少：△) 639 306 266

   長期借入れによる収入 30 - 30

   長期借入金の返済による支出 △18 △13 △39

   自己株式の取得による支出 - △8,364 -

   優先株式配当金の支払額 △193 △208 △193

   その他 △19 △11 △26

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー
437 △8,291 36

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 

  換算差額
△19 185 102

Ⅴ 現金及び現金同等物 

  の増減額(減少：△)
△1,878 △1,207 △119

Ⅵ 現金及び現金同等物 

  の期首残高
11,096 10,976 11,096

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

  中間期末(期末)残高
※１ 9,218 9,769 10,976



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関す

る事項

(1) 連結子会社 28社

  主要な連結子会社は、

以下のとおりでありま

す。

 (会社名)

 東 京 靴 下 ㈱、P.T. 

Texfibre Indonesia、㈱

蝶 理 コ ム、Chori 

America, Inc.、蝶理(中

国)商業有限公司

なお、当中間連結会計期

間において事業活動の開

始に伴い１社を連結対象

に含めております。

(1) 連結子会社  27社

  主要な連結子会社は、

以下のとおりでありま

す。

 (会社名)

 東 京 靴 下 ㈱、P.T. 

Texfibre Indonesia、㈱

蝶 理 コ ム、Chori 

America, Inc.、蝶理(中

国)商業有限公司

(1) 連結子会社 27社

  主要な連結子会社は、

以下のとおりでありま

す。

 (会社名)

 東 京 靴 下 ㈱、P.T. 

Texfibre Indonesia、㈱

蝶 理 コ ム、Chori 

America, Inc.、蝶理(中

国)商業有限公司

なお、当連結会計年度に

おいて事業活動の開始に

伴い１社を連結対象に含

め、株式の売却のため１

社を連結の範囲から除外

しております。

(2) 主要な非連結子会社の

名称等

  主要な会社は以下のと

おりであります。

 (会社名)

 Chori Iran Co., Ltd.

(2) 主要な非連結子会社の

名称等

  主要な会社は以下のと

おりであります。

 (会社名)

同左

(2) 主要な非連結子会社の

名称等

  主要な会社は以下のと

おりであります。

 (会社名)

同左

 (連結の範囲から除いた

理由)

  非連結子会社全体の総

資産合計額、売上高合計

額、中間純損益の合計額

(持分に見合う額)、利益

剰余金の合計額(持分に

見合う額)等は、いずれ

も中間連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていな

いためであります。

 (連結の範囲から除いた

理由)

同左

 (連結の範囲から除いた

理由)

  非連結子会社全体の総

資産合計額、売上高合計

額、当期純損益の合計額

(持分に見合う額)、利益

剰余金の合計額(持分に

見合う額)等は、いずれ

も連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないた

めであります。



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

２ 持分法の適用に関

する事項

(1) 持分法適用の非連結子

会社 １社

  会社は以下のとおりで

あります。

 (会社名)

 Chori Iran Co., Ltd.

(1) 持分法適用の非連結子

会社 １社

  会社は以下のとおりで

あります。

 (会社名)

同左

(1) 持分法適用の非連結子

会社 １社

  会社は以下のとおりで

あります。

 (会社名)

同左

(2) 持分法適用の関連会社

13社

  主要な会社は以下のと

おりであります。

 (会社名)

 蝶理情報システム㈱

 重慶大足紅蝶鍶業有限公

司

(2) 持分法適用の関連会社

13社

  主要な会社は以下のと

おりであります。

 (会社名)

 重慶大足紅蝶鍶業有限公

司

(2) 持分法適用の関連会社

13社

  主要な会社は以下のと

おりであります。

 (会社名)

 重慶大足紅蝶鍶業有限公

司

  なお、当連結会計年度

において事業活動の開始

に伴い１社を持分法適用

対象に含め、株式の売却

のため１社を持分法適用

対象より除外しておりま

す。

(3) 持分法を適用していな

い非連結子会社及び関連

会社のうち主要な会社等

の名称

 ㈱シー・アール・エンタ

ープライズ

(3) 持分法を適用していな

い非連結子会社及び関連

会社のうち主要な会社等

の名称

 ㈱シー・アール・エンタ

ープライズ 

江蘇三蝶化工有限公司

(3) 持分法を適用していな

い非連結子会社及び関連

会社のうち主要な会社等

の名称

㈱シー・アール・エンタ

ープライズ

 江蘇三蝶化工有限公司

 (持分法を適用しない理

由)

  持分法非適用会社は、

それぞれ中間純損益(持

分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)

等からみて、持分法の対

象から除いても中間連結

財務諸表に及ぼす影響は

軽微であり、かつ、全体

としても重要性がないた

めであります。

 (持分法を適用しない理

由)

同左

 (持分法を適用しない理

由)

  持分法非適用会社は、

それぞれ当期純損益(持

分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)

等からみて、持分法の対

象から除いても連結財務

諸表に及ぼす影響は軽微

であり、かつ、全体とし

ても重要性がないためで

あります。



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

３ 連結子会社の中間

決算日（決算日）

等に関する事項

 連結子会社のうち中間決

算日が中間連結決算日と異

なる子会社は次のとおりで

あります。

連結子会社名 中間決算日

Chori 
America,Inc. 
他 合計18社

６月30日

㈱シーエスコ
ーポレーショ
ン

７月31日

 連結子会社のうち中間決

算日が中間連結決算日と異

なる子会社は次のとおりで

あります。

連結子会社名 中間決算日

Chori 
America,Inc.
他 合計18社

６月30日

㈱シーエスコ
ーポレーショ
ン

７月31日

 連結子会社のうち決算日

が連結決算日と異なる子会

社は次のとおりでありま

す。

連結子会社名 決算日

Chori 
America,Inc. 
他 合計18社

12月31日

㈱シーエスコ
ーポレーショ
ン

１月31日

 中間連結財務諸表の作成

にあたっては同日現在の中

間財務諸表を使用し、中間

連結決算日との間に生じた

重要な取引については、連

結上必要な調整を行ってお

ります。

同左  連結財務諸表の作成にあ

たっては同日現在の財務諸

表を使用し、連結決算日と

の間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調

整を行っております。

４ 会計処理基準に関

する事項

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

① 有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

    中間決算日の市場

価格等に基づく時価

法であります。

    (評価差額は全部

純資産直入法により

処理し、売却原価

は、主として移動平

均法により算定して

おります。)

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

① 有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

同左

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

① 有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

    決算日の市場価格

等に基づく時価法で

あります。

    (評価差額は全部

純資産直入法により

処理し、売却原価

は、主として移動平

均法により算定して

おります。)

   時価のないもの

    主として、移動平

均法による原価法で

あります。

   時価のないもの

同左

   時価のないもの

同左

② デリバティブ取引 

  時価法であります。

② デリバティブ取引

同左

② デリバティブ取引

同左

③ たな卸資産

  主として、月次総平均

法による原価法でありま

す。

③ たな卸資産

同左

③ たな卸資産

同左



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

① 有形固定資産

  主として、定率法(た

だし、建物(建物附属設

備を含む)については、

主として、定額法)によ

っております。

なお、主な資産の耐用

年数は以下のとおりであ

ります。

  建物及び構築物

２～40年

  機械装置及び運搬具

２～15年

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

① 有形固定資産

  主として、定率法(た

だし、建物(建物附属設

備を含む)については、

主として、定額法)によ

っております。

なお、主な資産の耐用

年数は以下のとおりであ

ります。

  建物及び構築物

２～40年

  機械装置及び運搬具

２～10年

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

① 有形固定資産

  主として、定率法(た

だし、建物(建物附属設

備を含む)については、

主として、定額法)によ

っております。

なお、主な資産の耐用

年数は以下のとおりであ

ります。

  建物及び構築物

２～40年

  機械装置及び運搬具

２～15年

② 無形固定資産

  主として、定額法によ

っております。

  なお、ソフトウェア

(自社利用)については、

主として、利用可能期間

(５年以内)を耐用年数と

する定額法によっており

ます。

② 無形固定資産

同左

② 無形固定資産

同左

(3) 重要な引当金の計上基

準

① 貸倒引当金

  債権の貸倒れの損失に

備えるため、主として、

一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権につい

ては、個別に回収可能性

を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

(3) 重要な引当金の計上基

準

① 貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金の計上基

準

① 貸倒引当金

同左

② 賞与引当金

  賞与の支払に充てるた

め、主として、当中間連

結会計期間に負担すべき

支給見込額を計上してお

ります。

② 賞与引当金

同左

② 賞与引当金

  賞与の支払に充てるた

め、主として、翌連結会

計年度に支払うことが見

込まれる賞与額のうち、

当連結会計年度帰属分を

計上しております。

③   ――――

       

③ 関係会社整理損失引当

金

 関係会社の事業の整理に

伴う損失に備えるため、

当社が負担することとな

る損失見込額を計上して

おります。

③ 関係会社整理損失引当

金

         同左



 

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

④ 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備

えるため、主として、当

連結会計年度末における

退職給付債務の見込額に

基づき、当中間連結会計

期間末において発生して

いると認められる額を計

上しております。

  なお、会計基準変更時

差異については、主とし

て、15年による按分額を

費用処理しております。

  過去勤務債務について

は、発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一

定の年数(13年)による定

額法により按分した額を

費用処理しております。

  また、数理計算上の差

異については、各連結会

計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(13

年)による定額法により

按分した額をそれぞれ発

生年度の翌連結会計年度

から費用処理することと

しております。

④ 退職給付引当金

同左

④ 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備

えるため、主として、当

連結会計年度末における

退職給付債務の見込額に

基づき計上しておりま

す。

  なお、会計基準変更時

差異については、主とし

て、15年による按分額を

費用処理しております。

  過去勤務債務について

は、発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一

定の年数(13年)による定

額法により按分した額を

費用処理しております。

  また、数理計算上の差

異については、各連結会

計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(13

年)による定額法により

按分した額をそれぞれ発

生年度の翌連結会計年度

から費用処理することと

しております。



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

⑤   ―――― ⑤役員退職慰労引当金

役員及び執行役員の退職

慰労金の支給に充てるた

め、内規に基づく中間連結

会計期間末要支給額を計上

しております。 

（会計方針の変更） 

役員及び執行役員の退職慰

労金は、従来、支給時の費

用として処理しておりまし

たが、『監査第一委員会報

告第42号「租税特別措置法

上の準備金及び特別法上の

引当金又は準備金並びに役

員退職慰労引当金等に関す

る監査上の取扱い」の改正

について（日本公認会計士

協会 平成19年4月13日）』

の公表を契機として、当社

における 近の支給実績を

勘案した結果、当中間連結

会計期間より内規に基づく

当中間連結会計期間末要支

給額を役員退職慰労引当金

として計上する方法に変更

しております。 

 この変更により、当中間

連結会計期間発生額20百万

円は販売費及び一般管理費

へ、過年度分相当額61百万

円は特別損失に計上してお

ります。この結果、従来と

同一の方法を採用した場合

と比べ、営業利益及び経常

利益は20百万円、税金等調

整前中間純利益及び中間純

利益は81百万円減少してお

ります。

⑤   ――――



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算の基準

  提出会社の外貨建金銭

債権債務は、中間連結会

計期間末日の直物為替相

場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処

理しております。なお、

在外子会社等の資産及び

負債と収益及び費用は、

当該在外子会社等の中間

決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算

差額は純資産の部におけ

る為替換算調整勘定及び

少数株主持分に含めてお

ります。

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算の基準

同左

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算の基準

  提出会社の外貨建金銭

債権債務は、連結会計年

度末日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算

差額は損益として処理し

ております。なお、在外

子会社等の資産及び負債

と収益及び費用は、当該

在外子会社等の決算日の

直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は純

資産の部における為替換

算調整勘定及び少数株主

持分に含めております。

(5) 重要なリース取引の処

理方法

  リース物件の所有権が

借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナ

ンス・リース取引につい

ては、主として、通常の

賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によって

おります。

(5) 重要なリース取引の処

理方法

同左

(5) 重要なリース取引の処

理方法

同左

(6) 重要なヘッジ会計の方

法

① ヘッジ会計の方法

  原則、繰延ヘッジ処理

を採用しております。な

お、振当処理の要件を満

たしている為替予約につ

いては振当処理を採用し

ております。

(6) 重要なヘッジ会計の方

法

① ヘッジ会計の方法

同左

(6) 重要なヘッジ会計の方

法

① ヘッジ会計の方法

同左

 

② ヘッジ手段とヘッジ対

象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約

外貨建金銭
債権債務及
び外貨建予
定取引

② ヘッジ手段とヘッジ対

象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約

外貨建金銭
債権債務及
び外貨建予
定取引

商品先物取引 商品

② ヘッジ手段とヘッジ対

象

同左



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

③ ヘッジ方針

提出会社にて社内管理

規程に基づき、為替変動

リスクをヘッジしており

ます。

また、連結子会社にお

いても上記と同様として

おります。

③ ヘッジ方針

提出会社にて社内管理

規程に基づき、為替変動

リスク及び商品の価格変

動リスクをヘッジしてお

ります。

また、連結子会社にお

いても上記と同様として

おります。

③ ヘッジ方針

同左

④ ヘッジ有効性評価の方

法

為替予約については、

その締結時に実需への振

当を行っているため、そ

の対応関係の判定をもっ

て有効性の判定に代えて

おりますので中間連結決

算日における有効性の評

価を省略しております。

④ ヘッジ有効性評価の方

法

既に経過した期間につ

いての変動額の累計を比

較する方法によっており

ます。

為替予約については、

その締結時に実需への振

当を行っているため、そ

の対応関係の判定をもっ

て有効性の判定に代えて

おりますので中間連結決

算日における有効性の評

価を省略しております。

④ ヘッジ有効性評価の方

法

既に経過した期間につ

いての変動額の累計を比

較する方法によっており

ます。

為替予約については、

その締結時に実需への振

当を行っているため、そ

の対応関係の判定をもっ

て有効性の判定に代えて

おりますので連結決算日

における有効性の評価を

省略しております。

(7) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な事

項

 消費税等の会計処理

  税抜方式によっており

ます。

(7) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な事

項

同左

(7) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

同左

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連 結 キ ャ ッ シ

ュ・フ ロ ー 計 算

書)における資金

の範囲

 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は手

許現金、要求払預金及び取

得日から３か月以内に満期

日の到来する流動性の高

い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わ

ない短期投資からなってお

ります。

同左  連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金

及び現金同等物)は手許現

金、要求払預金及び取得日

から３か月以内に満期日の

到来する流動性の高い、容

易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない短

期投資からなっておりま

す。



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
  

 
  

(表示方法の変更) 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準)

当中間連結会計期間から 「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準委員会

平成17年12月9日企業会計基準第5

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準委員会 平成17

年12月9日 企業会計基準適用指針

第8号)を適用しております。従来の

「資本の部」の合計に相当する金額

は21,365百万円であります。

なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間にお

ける中間連結財務諸表は、改正後の

中間連結財務諸表規則により作成し

ております。

  

――――

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準)

当連結会計年度から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月9日企業会計基準第5号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」(企

業会計基準委員会 平成17年12月9

日 企業会計基準適用指針第8号)を

適用しております。従来の「資本の

部」の合計に相当する金額は22,956

百万円であります。

なお、連結財務諸表規則の改正に

より、当連結会計年度における連結

財務諸表は、改正後の連結財務諸表

規則により作成しております。

  

――――

  

――――

(役員賞与に関する会計基準)

当連結会計年度から、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成17年11月29日 企業会

計基準第4号）を適用しておりま

す。これにより営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益は、そ

れぞれ45百万円減少しております。

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

(中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間末において、区分掲記しておりま

した「破産更生債権等」(当中間連結会計期間末 2,438

百万円)は当中間連結会計期間末において資産合計額の

100分の5以下となりましたので、投資その他の資産の

「その他」に含めて表示しております。

        ――――

        ―――― (中間連結キャッシュ・フロー計算書) 

 「自己株式の取得による支出」は、前中間連結会計期

間まで財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」

に含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期間に

おいて金額的重要性が増したため、区分掲記しておりま

す。 

 なお、前中間連結会計期間の「自己株式の取得による

支出」は6百万円であります。



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  
前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 関係会社預け金は、東レグル

ープ・キャッシュマネジメン

トシステムによる東レ株式会

社への預け金であります。

※１      同左 ※１      同左

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額は、2,665百万円でありま

す。

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額は、2,649百万円でありま

す。

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額は、2,732百万円でありま

す。

 

※３ 担保に供している資産及び対

応債務

   担保に供している資産は次の

とおりであります。

有形固定資産 56百万円

   対応債務は次のとおりであり

ます。

短期借入金 56百万円

 

※３ 担保に供している資産及び対

応債務

   担保に供している資産は次の

とおりであります。

有形固定資産 63百万円

   対応債務は次のとおりであり

ます。

短期借入金 63百万円

 

※３ 担保に供している資産及び対

応債務

   担保に供している資産は次の

とおりであります。

建物及び構築物 59百万円

   対応債務は次のとおりであり

ます。

短期借入金 59百万円

 ４ 保証債務

  当中間連結会計期間末における

保証債務の内容及び金額が重要性

に乏しいため、中間連結財務諸表

規則第40条の規定により、記載を

省略しております。

 ４ 保証債務

同左

 ４ 保証債務

  当連結会計年度末における保証

債務の内容及び金額が重要性に乏

しいため、連結財務諸表規則第39

条の2の規定により、記載を省略

しております。

 ５ 手形割引高

(a) 受取手形割引高

68百万円

(b) 輸出手形割引高

1,972百万円

 ５ 手形割引高

(a) 受取手形割引高

50百万円

(b) 輸出手形割引高

1,656百万円

 ５ 手形割引高

(a) 受取手形割引高

126百万円

(b) 輸出手形割引高

1,711百万円

 ６ 債権流動化に伴う買戻義務

8,832百万円

 ６ 債権流動化に伴う買戻義務

6,998百万円

 ６ 債権流動化に伴う買戻義務

6,255百万円

※７ 中間連結会計期間末日満期手

形の処理

  満期手形の会計処理は手形交換

日をもって決済処理する方法を採

用しております。

  なお、当中間連結会計期間末日

が、金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日満

期手形が、以下の科目に含まれて

おります。

受取手形 188百万円

支払手形 1,596百万円

※７ 中間連結会計期間末日満期手

形の処理

  満期手形の会計処理は手形交換

日をもって決済処理する方法を採

用しております。

  なお、当中間連結会計期間末日

が、金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日満

期手形が、以下の科目に含まれて

おります。

受取手形 104百万円

支払手形 1,504百万円
 

※７ 連結会計年度末日満期手形の

処理

  満期手形の会計処理は手形交換

日をもって決済処理する方法を採

用しております。

  なお、当連結会計年度末日が、

金融機関の休日であったため、次

の連結会計年度末日満期手形が、

以下の科目に含まれております。

受取手形 99百万円

支払手形 1,709百万円



 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

 ８ 提出会社では、金融機関３社

とシンジケーション方式による

コミットメントライン契約を締

結しております。

  当中間連結会計期間末における

コミットメントライン契約の総

額及び借入実行残高は次のとお

りであります。

コミットメントラ

イン契約の総額
10,000百万円

借入実行残高 ―百万円

差引計 10,000百万円

 ８     同左  ８     同左



(中間連結損益計算書関係) 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 返品調整引当金繰入額２百万

円、戻入額４百万円が含まれ

ております。

※１ 返品調整引当金繰入額１百万

円、戻入額２百万円が含まれ

ております。

※１ 返品調整引当金繰入額２百万

円、戻入額４百万円が含まれ

ております。

 

※２ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。

運賃諸掛 921百万円

貸倒引当金 
繰入額

117百万円

給与手当 1,911百万円

賞与引当金 
繰入額

422百万円

退職給付費用 153百万円

※２ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。

運賃諸掛 1,052百万円

貸倒引当金
繰入額

165百万円

給与手当 1,936百万円

賞与引当金
繰入額

469百万円

退職給付費用 160百万円

役員退職慰労引
当金繰入額

20百万円

 

※２ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。

運賃諸掛 1,940百万円

給与手当 3,889百万円

賞与引当金
繰入額

464百万円

退職給付費用 323百万円

※３ 主として、機械装置及び運搬

具の売却によるものでありま

す。

※３     同 左 ※３     同 左

※４ 主として、建物及び構築物の

処分によるものであります。

※４ 主として、機械装置及び運搬

具の処分によるものでありま

す。

※４ 主として、工具・器具及び備

品の処分によるものでありま

す。



前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※５ 減損損失の金額が重要性に乏

しいため、中間連結財務諸表

規則第62条の2の規定によ

り、記載を省略しておりま

す。

※５     ――――

 

※５ 減損損失

当連結会計年度において、当

社及びグループ企業は以下の

資産グループについて減損損

失を計上しております。
用途 種類 場所

繊維事業
工場等

土地及び
建物等

東京都中央区
長野県長野市

当社及びグループ企業は、管

理会計上の区分に基づいて資

産のグルーピングを行なって

おります。

営業損益が悪化している資産

グループについては、帳簿価

額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失

（189百万円）として特別損

失に計上しております。

なお、土地以外の簿価が少額

なため、「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６

号 平成15年10月31日）第

106項により、減損損失は全

額土地勘定で処理しておりま

す。

当該資産の回収可能価額は正

味売却価額により測定してお

り、正味売却価額については

不動産鑑定評価基準に基づい

て算出しております

また、その他の減損損失の金

額は重要性に乏しいため、連

結財務諸表規則第63条の2の

規定により、記載を省略して

おります。



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
  
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 26,240株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の売渡しによる減少   1,152株 

  
３ 配当に関する事項 

配当金支払額 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 181,717,760 ― ― 181,717,760

第一回優先株式(株) 6,000,000 ― ― 6,000,000

第二回優先株式(株) 7,000,000 ― ― 7,000,000

第三回優先株式(株) 7,000,000 ― ― 7,000,000

第四回優先株式(株) 600,000 ― ― 600,000

合  計 202,317,760 ― ― 202,317,760

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 164,024 26,240 1,152 189,112

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年6月29日 
定時株主総会

第一回優先株式 48 8.092 平成18年3月31日 平成18年6月29日

平成18年6月29日 
定時株主総会

第二回優先株式 65 9.342 平成18年3月31日 平成18年6月29日

平成18年6月29日 
定時株主総会

第三回優先株式 74 10.592 平成18年3月31日 平成18年6月29日

平成18年6月29日 
定時株主総会

第四回優先株式 5 9.342 平成18年3月31日 平成18年6月29日



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

１．普通株式の発行済株式総数の増加は、第一回優先株式の普通株式への転換（注）によるものであります。 

２．第一回優先株式の発行済株式総数の減少は、普通株式への転換（注）によるものであります。 

３．第二回優先株式及び第三回優先株式の発行済株式総数の減少は、消却によるものであります。 

４．普通株式の自己株式の株式数の増加及び減少は、単元未満株式の買取り及び売渡しによるものでありま

す。 

５．第一回優先株式の自己株式の株式数の増加は、普通株式への転換（注）のための取得によるものであ

り、減少は消却によるものであります。 

６．第二回優先株式及び第三回優先株式の自己株式の株式数の増加は、消却のための取得によるものであ

り、減少は消却によるものであります。 

(注)ここで言う転換とは、取得請求権付種類株式である第一回優先株式と引換えに普通株式を交付することを

表しています。 

  
２ 配当に関する事項 

配当金支払額 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

発行済株式

 普通株式(株) 181,717,760 39,473,683 ― 221,191,443

 第一回優先株式(株) 6,000,000 ― 6,000,000 ―

 第二回優先株式(株) 7,000,000 ― 4,340,000 2,660,000

 第三回優先株式(株) 7,000,000 ― 5,250,000 1,750,000

 第四回優先株式(株) 600,000 ― ─ 600,000

合  計 202,317,760 39,473,683 15,590,000 226,201,443

自己株式

 普通株式(株) 198,832 14,448 1,510 211,770

 第一回優先株式(株) ― 6,000,000 6,000,000 ―

 第二回優先株式(株) ― 4,340,000 4,340,000 ―

 第三回優先株式(株) ― 5,250,000 5,250,000 ―

合  計 198,832 15,604,448 15,591,510 211,770

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成19年5月22日 
取締役会

第一回優先株式 52 8.814 平成19年3月31日 平成19年6月29日

平成19年5月22日 
取締役会

第二回優先株式 70 10.064 平成19年3月31日 平成19年6月29日

平成19年5月22日 
取締役会

第三回優先株式 79 11.314 平成19年3月31日 平成19年6月29日

平成19年5月22日 
取締役会

第四回優先株式 6 10.064 平成19年3月31日 平成19年6月29日



次へ 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
  
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 37,684株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の売渡しによる減少   2,876株 

  
３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 181,717,760 ― ― 181,717,760

第一回優先株式(株) 6,000,000 ― ― 6,000,000

第二回優先株式(株) 7,000,000 ― ― 7,000,000

第三回優先株式(株) 7,000,000 ― ― 7,000,000

第四回優先株式(株) 600,000 ― ― 600,000

合  計 202,317,760 ― ― 202,317,760

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 164,024 37,684 2,876 198,832

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年6月29日 
定時株主総会

第一回優先株式 48 8.092 平成18年3月31日 平成18年6月29日

平成18年6月29日 
定時株主総会

第二回優先株式 65 9.342 平成18年3月31日 平成18年6月29日

平成18年6月29日 
定時株主総会

第三回優先株式 74 10.592 平成18年3月31日 平成18年6月29日

平成18年6月29日 
定時株主総会

第四回優先株式 5 9.342 平成18年3月31日 平成18年6月29日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年5月22日 
取締役会

第一回優先株式 利益剰余金 52 8.814 平成19年3月31日 平成19年6月29日

平成19年5月22日 
取締役会

第二回優先株式 利益剰余金 70 10.064 平成19年3月31日 平成19年6月29日

平成19年5月22日 
取締役会

第三回優先株式 利益剰余金 79 11.314 平成19年3月31日 平成19年6月29日

平成19年5月22日 
取締役会

第四回優先株式 利益剰余金 6 10.064 平成19年3月31日 平成19年6月29日

 



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額

との関係

現金及び 
預金勘定

6,264百万円

関係会社 
預け金

3,000百万円

預入期間が３
か月を超える
定期預金

△46百万円

現金及び 
現金同等物

9,218百万円

 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額

との関係

現金及び
預金勘定

7,027百万円

関係会社
預け金

2,800百万円

預入期間が３
か月を超える
定期預金

△58百万円

現金及び
現金同等物

9,769百万円

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び
預金勘定

6,723百万円

関係会社
預け金

4,300百万円

預入期間が３
か月を超える
定期預金

△46百万円

現金及び
現金同等物

10,976百万円



次へ 

(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引（借主側）

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引（借主側）

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引（借主側）

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

 ① 機械装置及び運搬具

取得価額相当額 8百万円

減価償却累計額 
相当額

5百万円

中間期末残高 
相当額

3百万円

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

 ① 機械装置及び運搬具

取得価額相当額 2百万円

減価償却累計額
相当額

1百万円

中間期末残高
相当額

1百万円  

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

 ① 機械装置及び運搬具

取得価額相当額 2百万円

減価償却累計額 
相当額

1百万円

期末残高相当額 1百万円

 ② 工具・器具及び備品

取得価額相当額 134百万円

減価償却累計額 
相当額

98百万円

中間期末残高 
相当額

35百万円

 ② 工具・器具及び備品

取得価額相当額 137百万円

減価償却累計額
相当額

26百万円

中間期末残高
相当額

110百万円  

 ② 工具・器具及び備品

取得価額相当額 69百万円

減価償却累計額 
相当額

25百万円

期末残高相当額 44百万円

   合計(①＋②)

取得価額相当額 142百万円

減価償却累計額 
相当額

103百万円

中間期末残高 
相当額

38百万円

   合計(①＋②)

取得価額相当額 140百万円

減価償却累計額
相当額

28百万円

中間期末残高
相当額

111百万円  

   合計(①＋②)

取得価額相当額 72百万円

減価償却累計額 
相当額

26百万円

期末残高相当額 45百万円

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 27百万円

１年超 12百万円

合計 40百万円

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 36百万円

１年超 77百万円

合計 113百万円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 20百万円

１年超 26百万円

合計 46百万円

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 16百万円

減価償却費 
相当額

15百万円

支払利息相当額 1百万円

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 25百万円

減価償却費
相当額

23百万円

支払利息相当額 3百万円

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 35百万円

減価償却費
相当額

32百万円

支払利息相当額 2百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。

(5) 利息相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失

はありませんので、項目等の記載は

省略しております。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左



(有価証券関係) 

  

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 時価の下落率が30%以上の銘柄については、個別銘柄ごとに時価等をもとに回復可能性を考慮して必要と認めら

れた額について減損処理を行っております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

 
  

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 時価の下落率が30%以上の銘柄については、個別銘柄ごとに時価等をもとに回復可能性を考慮して必要と認めら

れた額について減損処理を行っております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

 
  

取得原価
(百万円)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

株式 2,322 3,440 1,118

合計 2,322 3,440 1,118

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

その他有価証券

非上場株式 455

取得原価
(百万円)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

株式 2,204 2,929 724

合計 2,204 2,929 724

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

その他有価証券

非上場株式 515



前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 時価の下落率が30％以上の銘柄については、個別銘柄ごとに時価等をもとに回復可能性を考慮して必要と認め

られた額について減損処理を行っております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

  

 
  

取得原価
(百万円)

連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

株式 2,328 3,380 1,052

合計 2,328 3,380 1,052

連結貸借対照表
計上額(百万円)

その他有価証券

非上場株式 437



前へ 

(デリバティブ取引関係) 

  

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

(1) 通貨関連 

当社及びグループ企業が行う為替予約取引はすべてヘッジ取引に該当しますので、当中間連結会計期

間末におけるデリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益については、省略しております。 

(2) 金利関連 

  

 
(注) １ 時価の算定方法 

金利スワップ取引・・・金利スワップ契約を締結している取引銀行から提示された価格によっております。

２ 上記金利スワップ契約における想定元本額は、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量を示す

ものではありません。 

３ 当中間連結会計期間末において、ヘッジ対象となる借入金はありません。 

  

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

(1) 通貨関連 

当社及びグループ企業が行う為替予約取引はすべてヘッジ取引に該当しますので、当中間連結会計期

間末におけるデリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益については、省略しております。 

(2) 商品関連 

当中間連結会計期間末において残高が無いため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

(1) 通貨関連 

当社及びグループ企業が行う為替予約取引はすべてヘッジ取引に該当しますので、当連結会計年度末

におけるデリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益については、省略しております。 

(2) 商品関連 

当社及びグループ企業が行う商品先物取引はすべてヘッジ取引に該当しますので、当連結会計年度末

におけるデリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益については、省略しております。 

  

  

  

  

  

種類 契約額等(百万円)
契約額等のうち
１年超(百万円)

時価(百万円) 評価損益(百万円)

金利スワップ取引 
受取変動・支払固定

4,500 ― △17 △17

合    計 4,500 ― △17 △17



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分は商品の種類、性質の類似性等により区分しております。 

２ 事業区分の主な取扱商品 

繊維事業  ：化・合繊、生糸その他の天然繊維等の綿及び原糸並びに化・合繊、絹その他の天然繊維等の

織物、編物及び製品並びに産業資材 

化学品事業 ：有機・無機化学品、医薬原料及び食品・飼料添加剤 

その他の事業：情報・通信機器、機械、車輌、不動産及び各種役務提供 

  

当中間連結会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分は商品の種類、性質の類似性等により区分しております。 

２ 事業区分の主な取扱商品 

繊維事業  ：化・合繊、生糸その他の天然繊維等の綿及び原糸並びに化・合繊、絹その他の天然繊維等の

織物、編物及び製品並びに産業資材 

化学品事業 ：有機・無機化学品、医薬原料及び食品・飼料添加剤 

その他の事業：情報・通信機器、機械、車輌、不動産及び各種役務提供 

  

繊維事業 
(百万円)

化学品事業
(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

70,502 27,438 14,760 112,701 ― 112,701

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― 616 616 △616 ―

計 70,502 27,438 15,377 113,318 △616 112,701

営業費用 68,904 26,352 14,947 110,204 △616 109,587

営業利益 1,598 1,085 429 3,113 ― 3,113

繊維事業 
(百万円)

化学品事業
(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

73,256 31,265 19,615 124,137 ― 124,137

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― 636 636 △636 ―

計 73,256 31,265 20,252 124,773 △636 124,137

営業費用 71,968 30,016 19,864 121,848 △636 121,212

営業利益 1,288 1,249 388 2,925 ― 2,925



前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分は商品の種類、性質の類似性等により区分しております。 

２ 事業区分の主な取扱商品 

  繊維事業  ：化・合繊、生糸その他の天然繊維等の綿及び原糸並びに化・合繊、絹その他の天然繊維等の

織物、編物及び製品並びに産業資材 

  化学品事業 ：有機・無機化学品、医薬原料及び食品・飼料添加剤 

  その他の事業：情報・通信機器、機械、車輌、不動産及び各種役務提供 

  

繊維事業 
(百万円)

化学品事業
(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

142,296 57,566 32,202 232,064 ― 232,064

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― 1,227 1,227 △1,227 ―

計 142,296 57,566 33,429 233,291 △1,227 232,064

営業費用 139,743 55,412 32,690 227,846 △1,227 226,619

営業利益 2,552 2,153 738 5,444 ― 5,444



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア：中国、シンガポール 

その他：米州 

  

当中間連結会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア：中国、シンガポール 

その他：米州 

  

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

103,559 6,694 2,447 112,701 ― 112,701

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

3,977 270 92 4,340 △4,340 ―

計 107,537 6,965 2,539 117,042 △4,340 112,701

営業費用 104,597 6,793 2,523 113,914 △4,326 109,587

営業利益 2,939 171 16 3,127 △13 3,113

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

112,598 9,106 2,431 124,137 ― 124,137

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

5,113 1,266 110 6,490 △6,490 ―

計 117,712 10,373 2,541 130,627 △6,490 124,137

営業費用 115,074 10,076 2,542 127,693 △6,481 121,212

営業利益又は営業損失(△) 2,637 297 △0 2,933 △8 2,925



前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア：中国、シンガポール 

その他：米州 

  

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

211,524 15,354 5,185 232,064 ― 232,064

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

8,982 689 217 9,890 △9,890 ―

計 220,507 16,044 5,402 241,954 △9,890 232,064

営業費用 215,427 15,732 5,377 236,537 △9,918 226,619

営業利益 5,080 311 24 5,416 28 5,444



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア：中国 

その他：米州 

３ 海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

当中間連結会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア：中国 

その他：米州 

３ 海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア：中国 

その他：米州 

３ 海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 26,600 15,535 42,136

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 112,701

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合(％)

23.6 13.8 37.4

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 29,106 21,166 50,273

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 124,137

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合(％)

23.4 17.1 40.5

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 54,280 35,105 89,385

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 232,064

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合(％)

23.4 15.1 38.5



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 60.96円 １株当たり純資産額 62.39円 １株当たり純資産額 68.57円

１株当たり中間純利益 
金額

12.19円
１株当たり中間純利益
金額

8.84円
１株当たり当期純利益 
金額

18.64円

潜在株式調整後１株当 
たり中間純利益金額

7.03円
潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額

7.62円
潜在株式調整後１株当 
たり当期純利益金額

11.41円

項目
前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 21,882 17,002 23,567

普通株式に係る純資産額(百万円) 11,065 13,787 12,447

差額の内訳(百万円) 
 優先株式発行額 
 利益処分による優先株式配当金 
 少数株主持分

10,300 
― 
517

2,505 
― 
710

10,300 
208 
611

普通株式の発行済株式数(千株) 181,717 221,191 181,717

普通株式の自己株式数(千株) 189 211 198

１株当たり純資産額の算定に 
用いられた普通株式の数(千株)

181,528 220,979 181,518

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間(当期)純利益(百万円) 2,213 1,689 3,592

普通株主に帰属しない金額の内訳
(百万円) 
 利益処分による優先株式配当金 ― ― 208

普通株主に帰属しない金額 
(百万円)

― ― 208

普通株式に係る中間(当期)純利益
(百万円)

2,213 1,689 3,384

普通株式の期中平均株式数(千株) 181,539 191,016 181,531

中間(当期)純利益調整額(百万円) ― ― ―

潜在株式調整後１株当たり中間
(当期)純利益金額の算定に用いら
れた普通株式増加数の主要な内訳 
(千株) 
 第一回優先株式 
 第二回優先株式 
 第三回優先株式 
 第四回優先株式

39,473 
46,052 
46,052 
1,704

― 
17,500 
11,513 
1,704

39,473 
46,052 
46,052 
1,704

普通株式増加数(千株) 133,283 30,717 133,283

希薄化効果を有しないため、潜在
株式調整後１株当たり中間(当期)
純利益金額の算定に含まれなかっ
た潜在株式の概要

― ― ―



(2) 【その他】 

特記すべき事項はありません。 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 3,641 3,051 3,019

 ２ 関係会社預け金 ※１ 3,000 2,800 4,300

 ３ 受取手形 ※６ 6,365 5,170 9,259

 ４ 売掛金 27,220 28,637 27,513

 ５ 商品 8,095 9,102 7,904

 ６ その他 2,353 3,200 3,116

   貸倒引当金 △146 △ 1,065 △1,233

   流動資産合計 50,531 76.3 50,896 77.9 53,878 77.3

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※２ 608 (0.9) 501 (0.8) 566 (0.8)

 ２ 無形固定資産 93 (0.1) 83 (0.1) 85 (0.1)

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 3,750 3,383 3,668

  (2) 関係会社株式 3,348 3,129 3,032

  (3) 長期貸付金 2,001 198 287

  (4) 破産更生債権等 ― 1,284 945

  (5) 繰延税金資産 4,724 3,850 4,690

  (6) その他 6,475 3,597 3,738

    貸倒引当金 △5,289 △1,559 △1,225

   投資その他の資産計 15,010 (22.7) 13,885 (21.2) 15,137 (21.8)

   固定資産合計 15,712 23.7 14,470 22.1 15,789 22.7

   資産合計 66,243 100.0 65,366 100.0 69,668 100.0



 

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 ※６ 18,268 17,743 15,828

 ２ 買掛金 23,581 27,504 27,386

 ３ 賞与引当金 410 441 451

 ４ 関係会社 
   整理損失引当金

― 418 414

 ５ その他 3,063 4,466 3,398

   流動負債合計 45,323 68.4 50,573 77.4 47,479 68.1

Ⅱ 固定負債

 １ 退職給付引当金 1,221 1,158 1,250

 ２ 役員退職慰労引当金 ― 81 ―

   固定負債合計 1,221 1.9 1,239 1.9 1,250 1.8

   負債合計 46,545 70.3 51,813 79.3 48,729 69.9

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 6,800 6,800 6,800

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 1,700 1,700 1,700

  (2) その他資本剰余金 3,300 0 3,300

   資本剰余金合計 5,000 1,700 5,000

 ３ 利益剰余金

  (1) その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 7,581 4,886 8,857

   利益剰余金合計 7,581 4,886 8,857

 ４ 自己株式 △28 △32 △30

   株主資本合計 19,353 29.2 13,353 20.4 20,627 29.6

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

344 203 311

 ２ 繰延ヘッジ損益 ― △4 ―

   評価・換算差額等 
   合計

344 0.5 199 0.3 311 0.5

   純資産合計 19,698 29.7 13,553 20.7 20,938 30.1

   負債純資産合計 66,243 100.0 65,366 100.0 69,668 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 104,536 100.0 114,227 100.0 214,312 100.0

Ⅱ 売上原価 96,071 91.9 105,649 92.5 197,834 92.3

   売上総利益 8,465 8.1 8,577 7.5 16,477 7.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 5,710 5.5
6,201

 
5.4 11,422 5.3

   営業利益 2,754 2.6 2,376 2.1 5,055 2.4

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 49 80 118

   受取配当金 86 110 195

   為替差益 7 13 11

   その他 147 291 0.3 292 497 0.5 457 782 0.4

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 251 195 540

   手形売却損 255 306 557

   その他 144 651 0.6 145 647 0.6 285 1,382 0.7

   経常利益 2,394 2.3 2,225 2.0 4,455 2.1

Ⅵ 特別利益 6 0.0 163 0.1 15 0.0

Ⅶ 特別損失 ※２ 92 0.1 107 0.1 1,013 0.5

   税引前中間 
   (当期)純利益

2,308 2.2 2,281 2.0 3,456 1.6

   法人税、住民税 
   及び事業税

13 17 22

   法人税等調整額 274 287 0.3 964 981 0.9 137 159 0.1

   中間(当期)純利益 2,021 1.9 1,299 1.1 3,296 1.5



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
 
 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
その他

資本剰余金
資本剰余金

合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 6,800 1,700 3,300 5,000 5,804 5,804 △22 17,582

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △193 △193 △193

 利益処分による役員賞与 △50 △50 △50

 中間純利益 2,021 2,021 2,021

 自己株式の取得 △6 △6

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― ― ― 1,777 1,777 △6 1,771

平成18年９月30日残高(百万円) 6,800 1,700 3,300 5,000 7,581 7,581 △28 19,353

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 677 677 18,259

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △193

 利益処分による役員賞与 △50

 中間純利益 2,021

 自己株式の取得 △6

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額(純額)

△332 △332 △332

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△332 △332 1,438

平成18年９月30日残高(百万円) 344 344 19,698



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
 
 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
その他

資本剰余金
資本剰余金

合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

平成19年３月31日残高(百万円) 6,800 1,700 3,300 5,000 8,857 8,857 △ 30 20,627

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △ 208 △ 208 △ 208

 中間純利益 1,299 1,299 1,299

 自己株式の取得 △ 8,364 △ 8,364

 自己株式の処分 0 0 0 0

  自己株式の消却 △ 3,300 △ 3,300 △ 5,061 △ 5,061 8,362 －

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

－ － △ 3,300 △ 3,300 △ 3,970 △ 3,970 △ 2 △ 7,273

平成19年９月30日残高(百万円) 6,800 1,700 0 1,700 4,886 4,886 △ 32 13,353

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 311 － 311 20,938

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △ 208

 中間純利益 1,299

 自己株式の取得 △ 8,364

 自己株式の処分 0

 自己株式の消却 －

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額(純額)

△ 107 △ 4 △ 111 △ 111

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△ 107 △ 4 △ 111 △ 7,385

平成19年９月30日残高(百万円) 203 △ 4 199 13,553



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

 
 
 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
その他

資本剰余金
資本剰余金

合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 6,800 1,700 3,300 5,000 5,804 5,804 △22 17,582

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △193 △193 △193

 利益処分による役員賞与 △50 △50 △50

 当期純利益 3,296 3,296 3,296

 自己株式の取得 △8 △8

 自己株式の処分 0 0 0 0

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(百万円) ― ― 0 0 3,053 3,053 △8 3,045

平成19年３月31日残高(百万円) 6,800 1,700 3,300 5,000 8,857 8,857 △30 20,627

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 677 677 18,259

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △193

 利益処分による役員賞与 △50

 当期純利益 3,296

 自己株式の取得 △8

 自己株式の処分 0

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△366 △366 △366

事業年度中の変動額合計(百万円) △366 △366 2,678

平成19年３月31日残高(百万円) 311 311 20,938



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

(1) 有価証券

  子会社株式及び関連会

社株式

   移動平均法による原

価法であります。

(1) 有価証券

  子会社株式及び関連会

社株式

同左

(1) 有価証券

  子会社株式及び関連会

社株式

同左

  その他有価証券

   時価のあるもの

    中間会計期間末日

の市場価格等に基づ

く時価法でありま

す。

    (評価差額は全部

純資産直入法により

処理し、売却原価

は、移動平均法によ

り算定しておりま

す。)

  その他有価証券

   時価のあるもの

同左

  その他有価証券

   時価のあるもの

    事業年度末日の市

場価格等に基づく時

価法であります。

    (評価差額は全部

純資産直入法により

処理し、売却原価

は、移動平均法によ

り算定しておりま

す。)

   時価のないもの

    移動平均法による

原価法であります。

   時価のないもの

同左

   時価のないもの

同左

(2) デリバティブ取引 

  時価法であります。

(2) デリバティブ取引

同左

(2) デリバティブ取引

同左

(3) たな卸資産

  月次総平均法による原

価法であります。

(3) たな卸資産

同左

(3) たな卸資産

同左

２ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

  定率法(ただし、建物

(建物附属設備を含む)に

ついては定額法)によっ

ております。

なお、主な資産の耐用

年数は以下のとおりであ

ります。

建物及び構築物

２～40年

機械装置及び車両

運搬具   ２～15年

(1) 有形固定資産

  定率法(ただし、建物

(建物附属設備を含む)に

ついては定額法)によっ

ております。

なお、主な資産の耐用

年数は以下のとおりであ

ります。

建物及び構築物

２～40年

機械装置及び車両

運搬具   ２～10年

(1) 有形固定資産

  定率法(ただし、建物

(建物附属設備を含む)に

ついては定額法)によっ

ております。

なお、主な資産の耐用

年数は以下のとおりであ

ります。

建物及び構築物

２～40年

機械装置及び車両

運搬具   ２～15年

(2) 無形固定資産

  定額法によっておりま

す。

  ただし、ソフトウェア

(自社利用)については利

用可能期間(５年以内)を

耐用年数とする定額法に

よっております。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左



項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  債権の貸倒れの損失に

備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定

の債権については、個別

に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上し

ております。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

  賞与の支払に充てるた

め、当中間会計期間に負

担すべき支給見込額を計

上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

  賞与の支払に充てるた

め、翌期に支払うことが

見込まれる賞与額のう

ち、当期帰属分を計上し

ております。

(3)   ――― (3) 関係会社整理損失引当

金

  関係会社の事業の整理

に伴う損失に備えるた

め、関係会社に対する出

資金額及び債権金額等を

超えて当社が負担するこ

ととなる損失見込額を計

上しております。

(3) 関係会社整理損失引当

金

同左

  

(4) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務の

見込額に基づき、当中間

会計期間末において発生

していると認められる額

を計上しております。

  なお、会計基準変更時

差異については、15年に

よる按分額を費用処理し

ております。

  過去勤務債務について

は、発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一

定の年数(13年)による定

額法により按分した額を

費用処理しております。

  また、数理計算上の差

異については、各事業年

度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(13年)に

よる定額法により按分し

た額をそれぞれ発生年度

の翌事業年度から費用処

理することとしておりま

す。

(4) 退職給付引当金

同左

(4) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務の

見込額に基づき計上して

おります。

  なお、会計基準変更時

差異については、15年に

よる按分額を費用処理し

ております。

  過去勤務債務について

は、発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一

定の年数(13年)による定

額法により按分した額を

費用処理しております。

  また、数理計算上の差

異については、各事業年

度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(13年)に

よる定額法により按分し

た額をそれぞれ発生年度

の翌事業年度から費用処

理することとしておりま

す。



項目
前中間会計期間

（自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(5)   ――― (5) 役員退職慰労引当金

  役員及び執行役員の退

職慰労金の支給に充てる

ため、内規に基づく中間

会計期間末要支給額を計

上しております。

（会計方針の変更）

  役員及び執行役員の退

職慰労金は、従来、支給

時の費用として処理をし

ておりましたが、『監査

第一委員会報告第42号

「租税特別措置法上の準

備金及び特別法上の引当

金又は準備金並びに役員

退職慰労引当金等に関す

る監査上の取扱い」の改

正について(日本公認会

計士協会 平成19年4月

13日)』の公表を契機と

して、当社における 近

の支給実績を勘案した結

果、当中間会計期間より

内規に基づく当中間会計

期間末要支給額を役員退

職慰労引当金として計上

する方法に変更しており

ます。 

 この変更により、当中

間会計期間発生額20百万

円は販売費及び一般管理

費へ、過年度分相当額61

百万円は特別損失に計上

しております。この結

果、従来と同一の方法を

採用した場合と比べ、営

業利益及び経常利益は20

百万円、税引前中間純利

益及び中間純利益は81百

万円減少しております。

(5)   ―――

４ 外貨建ての資産及

び負債の本邦通貨

への換算基準

 外貨建金銭債権債務は、

中間会計期間末日の直物為

替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として

処理しております。

同左  外貨建金銭債権債務は、

事業年度末日の直物為替相

場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理し

ております。

５ リース取引の処理

方法

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。

同左 同左



 
  

  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

  原則、繰延ヘッジ処理

を採用しております。な

お、振当処理の要件を満

たしている為替予約につ

いては振当処理を採用し

ております。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(1) ヘッジ会計の方法

同左

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約

外貨建金銭
債権債務及
び外貨建予
定取引

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約

外貨建金銭
債権債務及
び外貨建予
定取引

商品先物取引 商品

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

同左

(3) ヘッジ方針

社内管理規程に基づ

き、為替変動リスクをヘ

ッジしております。

(3) ヘッジ方針

社内管理規程に基づ

き、為替変動リスク及び

商品の価格変動リスクを

ヘッジしております。

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

為替予約については、

その締結時に実需への振

当を行っているため、そ

の対応関係の判定をもっ

て有効性の判定に代えて

おりますので中間決算日

における有効性の評価を

省略しております。

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

既に経過した期間につ

いての変動額の累計を比

較する方法によっており

ます。

為替予約については、

その締結時に実需への振

当を行っているため、そ

の対応関係の判定をもっ

て有効性の判定に代えて

おりますので中間決算日

における有効性の評価を

省略しております。

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

既に経過した期間につ

いての変動額の累計を比

較する方法によっており

ます。

為替予約については、

その締結時に実需への振

当を行っているため、そ

の対応関係の判定をもっ

て有効性の判定に代えて

おりますので決算日にお

ける有効性の評価を省略

しております。

７ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

の基本となる重要

な事項

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

  

 
  

(表示方法の変更) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準) 

 当中間会計期間から 「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」(企業会計基準委員会 平成

17年12月9日企業会計基準第5号)及

び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月9日 企業会計基準適用指針第8

号)を適用しております。従来の

「資本の部」の合計に相当する金額

は19,698百万円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間財務諸表は、改正後の中間財務諸

表等規則により作成しております。

  

――――

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準) 

 当事業年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月9日企業会計基準第5号)及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」(企業会

計基準委員会 平成17年12月9日

企業会計基準適用指針第8号)を適用

しております。従来の「資本の部」

の合計に相当する金額は20,938百万

円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における財務諸表

は、改正後の財務諸表等規則により

作成しております。

 

――――

 

――――

 

 

(役員賞与に関する会計基準) 

 当事業年度から、「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成17年11月29日 企業会計基

準第4号)を適用しております。これ

により営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益は、それぞれ45百万円

減少しております。

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前中間会計期間末において、区分掲記しておりました

「破産更生債権等」(当中間会計期間末 2,358百万円)は

当中間会計期間末において資産合計額の100分の5以下と

なりましたので、投資その他の資産の「その他」に含め

て表示しております。

 

――――



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 関係会社預け金 関係会社預け金は、東レ

グループ・キャッシュマネ

ジメントシステムによる東

レ株式会社への預け金であ

ります。

同左 同左

※２ 有形固定資産減

価償却累計額
1,157百万円 1,028百万円 1,184百万円

 ３ 保証債務

 (1) 関係会社等の

   金融機関からの

借入等に対する

保証

東京靴下㈱ 1,300百万円

P.T.Texfibre 

Indonesia
87百万円

山梨蝶理㈱ 69百万円

その他1社 0百万円

(計) 1,457百万円

 
東京靴下㈱ 1,320百万円

 

東京靴下㈱ 820百万円

その他1社 0百万円

(計) 820百万円

 (2) 海外現地法人の

金融機関からの

借入等に対する

保証

Chori  
Singapore  
Pte.Ltd.

514百万円

Chori  
Trading 
(Malaysia) 
SDN.BHD.

59百万円

Chori  
Co.,(Hong 
Kong).Ltd.

40百万円

(計) 614百万円

(合計) 2,071百万円

Chori 
Trading 
(Malaysia) 
SDN.BHD.

198百万円

Chori 
Singapore 
Pte.Ltd.

84百万円

Chori 
Co.,(Hong 
Kong).Ltd.

34百万円

(計) 317百万円

(合計) 1,637百万円

Chori 
Singapore  
Pte.Ltd.

141百万円

Chori 
Trading 
(Malaysia) 
SDN.BHD.

58百万円

Chori Co., 
(Hong Kong) 
Ltd.

57百万円

(計) 256百万円

(合計) 1,076百万円

   上記(1)(2)のう

ち外貨建保証債

務の金額

   円貨額

   (主な外貨額)

701百万円 

(US$5,443千)

284百万円 

(MYR5,881千)

256百万円 

(US$1,682千)

 ４ 手形割引高 輸出手形割引高

1,972百万円

輸出手形割引高

1,656百万円

輸出手形割引高

1,711百万円

 ５ 債権流動化に伴

う買戻義務 8,832百万円 6,998百万円 6,255百万円

※６ 中間会計期間末

日満期手形の処

理

満期手形の会計処理は手

形交換日をもって決済処理

する方法を採用しておりま

す。

なお、当中間会計期間末

日が金融機関の休日であっ

たため、次の中間会計期間

末日満期手形が、以下の科

目に含まれております。

受取手形 233百万円

支払手形 1,587百万円

満期手形の会計処理は手

形交換日をもって決済処理

する方法を採用しておりま

す。

なお、当中間会計期間末

日が金融機関の休日であっ

たため、次の中間会計期間

末日満期手形が、以下の科

目に含まれております。

受取手形 149百万円

支払手形 1,491百万円

満期手形の会計処理は手

形交換日をもって決済処理

する方法を採用しておりま

す。

なお、当事業年度末日

が、金融機関の休日であっ

たため、次の当事業年度末

日満期手形が、以下の科目

に含まれております。

受取手形 181百万円

支払手形 1,678百万円



 

  

(中間損益計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

 ７ 消費税等の

   取扱い

仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺のうえ、流動

資産のその他に含めて表示

しております。

同左 ――――

 ８ その他注記事項 金融機関３社とシンジケ

ーション方式によるコミッ

トメントライン契約を締結

しております。

当中間会計期間末におけ

るコミットメントライン契

約の総額及び借入実行残高

は次のとおりであります。

コミットメ

ントライン

契約の総額

10,000百万円

借入実行残

高
―百万円

差引計 10,000百万円

 

同左

金融機関３社とシンジケ

ーション方式によるコミッ

トメントライン契約を締結

しております。

当事業年度末におけるコ

ミットメントライン契約の

総額及び借入実行残高は次

のとおりであります。

コミットメ

ントライン

契約の総額

10,000百万円

借入実行残

高
―百万円

差引計 10,000百万円

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 減価償却実施額 有形固定資産  58百万円 有形固定資産 50百万円 有形固定資産  122百万円

無形固定資産  61百万円 無形固定資産 18百万円 無形固定資産  109百万円

※２ 減損損失 減損損失の金額が重要性

に乏しいため、中間財務諸

表等規則第50条の2の規定

により、記載を省略してお

ります。

――――
減損損失の金額が重要性

に乏しいため、財務諸表規

則第95条の3の2の規定によ

り、記載を省略しておりま

す。



次へ 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
  (変動事由の概要) 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加 26,240株 

  減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の売渡しによる減少   1,152株 

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 
  

 
  (変動事由の概要) 

  １．普通株式の自己株式の株式数の増加及び減少は、単元未満株式の買取り及び売渡しによるものであります。 

  ２．第一回優先株式の自己株式の株式数の増加は、普通株式への転換 (注) のための取得によるものであり、 

    減少は消却によるものであります。 

  ３．第二回優先株式及び第三回優先株式の自己株式の株式数の増加は、消却のための取得によるものであり、 

    減少は消却によるものであります。 

  (注)ここで言う転換とは、取得請求権付種類株式である第一回優先株式と引換えに普通株式を交付すること 

    を表しています。 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
  (変動事由の概要) 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加 37,684株 

  減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の売渡しによる減少   2,876株 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 164,024 26,240 1,152 189,112

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

 普通株式(株) 198,832 14,448 1,510 211,770

 第一回優先株式(株) ― 6,000,000 6,000,000 ―

 第二回優先株式(株) ― 4,340,000 4,340,000 ―

 第三回優先株式(株) ― 5,250,000 5,250,000 ―

合  計 198,832 15,604,448 15,591,510 211,770

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 164,024 37,684 2,876 198,832



次へ 

(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引（借主側）

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引（借主側）

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引（借主側）

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

 ① 車両及び運搬具

取得価額相当額 5百万円

減価償却累計額 
相当額

3百万円

中間期末残高 
相当額

2百万円

 ① 車両及び運搬具

取得価額相当額 2百万円

減価償却累計額
相当額

1百万円

中間期末残高
相当額

1百万円  

 ① 車両及び運搬具

取得価額相当額 2百万円

減価償却累計額 
相当額

1百万円

期末残高相当額 1百万円

 ② 工具・器具及び備品

取得価額相当額 101百万円

減価償却累計額 
相当額

84百万円

中間期末残高 
相当額

16百万円

 ② 工具・器具及び備品

取得価額相当額 76百万円

減価償却累計額
相当額

11百万円

中間期末残高
相当額

64百万円  

 ② 工具・器具及び備品

取得価額相当額 13百万円

減価償却累計額 
相当額

8百万円

期末残高相当額 4百万円

   合計(①＋②)

取得価額相当額 106百万円

減価償却累計額 
相当額

88百万円

中間期末残高 
相当額

18百万円

   合計(①＋②)

取得価額相当額 78百万円

減価償却累計額
相当額

12百万円

中間期末残高
相当額

66百万円  

   合計(①＋②)

取得価額相当額 15百万円

減価償却累計額 
相当額

10百万円

期末残高相当額 5百万円

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 16百万円

１年超 2百万円

合計 19百万円

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 18百万円

１年超 48百万円

合計 66百万円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 4百万円

１年超 1百万円

合計 6百万円

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 12百万円

減価償却費 
相当額

11百万円

支払利息相当額 0百万円

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 13百万円

減価償却費
相当額

12百万円

支払利息相当額 1百万円

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 26百万円

減価償却費
相当額

23百万円

支払利息相当額 1百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。

(5) 利息相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

同左

(減損損失について) 

 リース資産に配分された減損損失

はありませんので、項目等の記載は

省略しております。

(減損損失について)

同左

(減損損失について)

同左



(有価証券関係) 

  

前中間会計期間末(平成18年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

当中間会計期間末(平成19年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

前事業年度末(平成19年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

  



前へ 

(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額 

 

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 51.77円 １株当たり純資産額 50.00円 １株当たり純資産額 57.46円

１株当たり中間純利益 
金額

11.13円
１株当たり中間純利益
金額

6.81円
１株当たり当期純利益 
金額

17.01円

潜在株式調整後１株当 
たり中間純利益金額

6.42円
潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額

5.86円
潜在株式調整後１株当 
たり当期純利益金額

10.47円

項目
前中間会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 19,698 13,553 20,938

普通株式に係る純資産額(百万円) 9,398 11,048 10,430

差額の内訳(百万円) 
 優先株式発行額 
 利益処分による優先株式配当金

10,300 
―

2,505 
―

10,300 
208

普通株式の発行済株式数(千株) 181,717 221,191 181,717

普通株式の自己株式数(千株) 189 211 198

１株当たり純資産額の算定に 
用いられた普通株式の数(千株)

181,528 220,979 181,518

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間(当期)純利益(百万円) 2,021 1,299 3,296

普通株主に帰属しない金額の内訳
(百万円) 
 利益処分による優先株式配当金

 
―

 
―

 
208

普通株主に帰属しない金額 
(百万円)

― ― 208

普通株式に係る中間(当期)純利益
(百万円)

2,021 1,299 3,088

普通株式の期中平均株式数(千株) 181,539 191,016 181,531

中間(当期)純利益調整額(百万円) ― ― ―

潜在株式調整後１株当たり中間
(当期)純利益金額の算定に用いら
れた普通株式増加数の主要な内訳
(千株) 
 第一回優先株式 
 第二回優先株式 
 第三回優先株式 
 第四回優先株式

 
 
 

39,473 
46,052 
46,052 
1,704

 
 
 

― 
17,500 
11,513 
1,704

 
 
 

39,473 
46,052 
46,052 
1,704

普通株式増加数(千株) 133,283 30,717 133,283

希薄化効果を有しないため、潜在
株式調整後１株当たり中間(当期)
純利益金額の算定に含まれなかっ
た潜在株式の概要

― ― ―



(2) 【その他】 

特記すべき事項はありません。 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

  

有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第60期)

自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日

平成19年６月29日 
関東財務局長に提出



該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

蝶理株式会社 

 
  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている蝶理株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平

成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中

間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監

査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連

結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、蝶理株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をも

って終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 

平成18年12月11日

取締役会 御中

監査法人 ト ー マ ツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  土  田  秋  雄  印

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  東     誠 一 郎  印

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  辻  内     章  印

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

蝶理株式会社 

 
  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている蝶理株式会社の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの連結会計年度の

中間連結会計期間（平成１９年４月１日から平成１９年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわ

ち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・

フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、蝶理株式会社及び連結子会社の平成１９年９月３０日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間（平成１９年４月１日から平成１９年９月３０日まで）の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項４.会計処理基準に関する事項（３）重要な引当金の

計上基準に記載されているとおり、会社は役員及び執行役員に対する退職慰労金について、従来支給時に費

用として処理していたが、当中間連結会計期間から役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

 

平成19年12月5日

取締役会 御中

監査法人 ト ー マ ツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  土  田  秋  雄  印

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  東     誠 一 郎  印

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  辻  内     章  印

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

蝶理株式会社 

 
  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている蝶理株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第60期事業年度の中間会計期間(平成

18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算

書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、蝶理株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間

(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 

平成18年12月11日

取締役会 御中

監査法人 ト ー マ ツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  土  田  秋  雄  印

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  東     誠 一 郎  印

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  辻  内     章  印

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

蝶理株式会社 

 
  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている蝶理株式会社の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの第６１期事業年

度の中間会計期間（平成１９年４月１日から平成１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、

中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、蝶理株式会社の平成１９年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計

期間（平成１９年４月１日から平成１９年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示している

ものと認める。 

  

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項3.引当金の計上基準に記載されているとおり、会社は役員

及び執行役員に対する退職慰労金について、従来支給時に費用として処理していたが、当中間会計期間から

役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

 

平成19年12月5日

取締役会 御中

監査法人 ト ー マ ツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  土  田  秋  雄  印

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  東     誠 一 郎  印

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  辻  内     章  印

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。
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